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告 示
栃木県告示第629号
　令和３（2021）年度における自衛官候補生の募集期間が次のとおり定められたので、自衛隊法施行令（昭和
29年政令第179号）第114条（同令第118条の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定により
告示する。
　　令和３（2021）年12月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

募 集 種 目 募 集 期 間

自衛官候補生（陸・海・空）
（男子・女子）

令和４（2022）年１月６日（木）～同年２月１日（火）

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第630号
　自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第117条第１項（同令第118条の規定によりその例によることとさ
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れる場合を含む。）の規定により、自衛官候補生の採用試験の試験期日並びに試験場の位置及び名称を次のと
おり定めたので告示する。
　　令和３（2021）年12月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

募 集 種 目 試 験 期 日 試験場の名称 試 験 場 の 位 置

自衛官候補生
（陸・海・空）
（男子・女子）

１　筆記試験及び適性検査
（Ｗｅｂ試験方式）
令和４（2022）年２月７日（月）から
同月８日（火）まで（任意の１日）
※同月９日（水）
※状況に応じて予備日を設定

各担当地域事
務所（細部に
ついて別途お
知らせ）

２　口述試験及び身体検査
　令和４（2022）年２月11日（金）

陸上自衛隊宇
都宮駐屯地

宇都宮市茂原１丁目５番
45号

（市町村課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第631号
　令和３年度栃木県一般会計補正予算（第11号）については、令和３（2021）年12月17日成立したので、その
要領を次のとおり公表する｡
　　令和３（2021）年12月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　令和３年度栃木県一般会計補正予算（第11号）
　今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症に関し、今後の感染拡大に備えるため、患者受入医療機関に
おける入院病床や自宅療養者への支援体制の確保を図るとともに、介護施設等における感染防止対策を支援す
るほか、当面する緊要な課題に適切に対処することとして編成したものである。
　補正予算の総額は、64億7,216万円の増額となり、既定予算が１兆1,013億6,457万円であったので、補正後
の予算総額は、１兆1,078億3,673万円となった｡
　歳入及び歳出の補正額の内訳並びに主な事業の内容は、それぞれ次のとおりである｡
⑴　歳入 （単位　千円）

款
既 定 予 算 額

（Ａ）
補 正 額

（Ｂ）
補 正 後

（Ａ＋Ｂ）

１ 県 税 238,000,000 238,000,000

２ 地 方 消 費 税 清 算 金 88,450,000 88,450,000

３ 地 方 譲 与 税 25,597,000 25,597,000

４ 地 方 特 例 交 付 金 1,700,000 1,700,000

５ 地 方 交 付 税 135,558,000 135,558,000

６ 交通安全対策特別交付金 600,000 600,000

７ 分 担 金 及 び 負 担 金 2,867,640 2,867,640

８ 使 用 料 及 び 手 数 料 11,304,169 11,304,169

９ 国 庫 支 出 金 198,765,579 6,263,351 205,028,930

10 財 産 収 入 1,393,439 1,393,439

11 寄 附 金 591,490 591,490

12 繰 入 金 26,432,272 58,069 26,490,341
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13 繰 越 金 2,441,425 61,740 2,503,165

14 諸 収 入 241,034,556 241,034,556

15 県 債 126,629,000 89,000 126,718,000

合 計 1,101,364,570 6,472,160 1,107,836,730

⑵　歳出 （単位　千円）

款
既 定 予 算 額

（Ａ）
補 正 額

（Ｂ）
補 正 後

（Ａ＋Ｂ）

１ 議 会 費 1,474,984 5,016 1,480,000

２ 総 務 費 43,582,210 43,582,210

３ 民 生 費 116,618,662 80,028 116,698,690

４ 衛 生 費 115,434,358 6,387,116 121,821,474

５ 労 働 費 1,993,452 1,993,452

６ 農 林 水 産 業 費 41,186,613 41,186,613

７ 商 工 費 258,059,744 258,059,744

８ 土 木 費 88,653,988 88,653,988

９ 警 察 費 46,419,609 46,419,609

10 教 育 費 188,032,589 188,032,589

11 災 害 復 旧 費 3,900,544 3,900,544

12 公 債 費 101,297,467 101,297,467

13 諸 支 出 金 93,710,350 93,710,350

14 予 備 費 1,000,000 1,000,000

合 計 1,101,364,570 6,472,160 1,107,836,730

⑶　歳出（性質別） （単位　千円）

区 分
既 定 予 算 額

（Ａ）
補 正 額

（Ｂ）
補 正 後

（Ａ＋Ｂ）

１ 職 員 費 198,510,439 198,510,439

２ 公 共 事 業 費 62,145,375 62,145,375

３ 建 設 事 業 費 70,347,628 124,063 70,471,691

４ 公 債 償 還 費 101,297,467 101,297,467

５ 主 要 義 務 費 134,889,141 134,889,141

６ 税 交 付 金 等 93,710,350 93,710,350

７ 一 般 行 政 費 183,987,711 3,548,097 187,535,808

８ 受 託 事 務 費 3,021,810 3,021,810

９ 県 単 補 助 金 25,749,488 2,800,000 28,549,488

10 県 単 貸 付 金 218,338,564 218,338,564

11 災 害 復 旧 費 3,824,912 3,824,912
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12 直 轄 事 業 負 担 金 5,541,685 5,541,685

合 計 1,101,364,570 6,472,160 1,107,836,730

部局別主要事業 （単位　千円）

事 業 名 予 算 額 説 明

〔環境森林部〕
１  県営最終処分場整備
 運 営 事 業 費

119,047 　那珂川町内に建設する県営最終処分場の整備等に要する経費の
補正
　（補正前） 1,331,575 →（補正後）  1,450,622
　・事業内容　処分場建設工事における遮水工事等の前倒し

 〔保健福祉部〕
２ 新型コロナウイルス
 感 染 症 対 策 医 療
 従 事 者 応 援 金

200,000 　新型コロナウイルス感染症患者の対応に当たる医療従事者への
応援金の支給に要する経費の補正
　（補正前） 400,000 →（補正後）  600,000

　・支給対象　 新型コロナウイルス感染症患者の対応に当たる医
療従事者

　・支 給 額　上限８千円/人・日

３ 新型コロナウイルス
 感染症入院病床確保
 事 業 費

3,300,000 　新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床を確保する医療機
関への助成に要する経費の補正
　（補正前） 16,241,770 →（補正後） 19,541,770
　・補助対象者　 新型コロナウイルス感染症患者等の受入れのた

めに病床を確保した医療機関
　・補　助　額　上限436千円/床・日

４ 新型コロナウイルス
 感染症対策医療機関
 協 力 金

2,600,000 　新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた医療機関への協力
金の支給に要する経費の補正
　（補正前） 6,100,000 →（補正後）  8,700,000
　・支給対象　 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた入院

協力医療機関等
　・支 給 額　上限2,000千円/床

５ 介護施設等感染防止
 対策継続支援事業費

58,069 　介護サービス施設・事業所等における継続的なサービス提供の
支援に要する経費
　・補 助 対 象　 新型コロナウイルス感染症感染防止対策のため

のかかり増し経費
　・補　助　率　10/10
　・補助限度額　70千円

６ 自宅療養者支援体制
 確 保 事 業 費

110,000 　新型コロナウイルス感染症による自宅療養者への支援に要する
経費の補正
　（補正前） 335,000 →（補正後） 445,000
　・事業内容　 医師による自宅往診、看護師等による健康観察、

夜間コールセンターの運営等

７ 障害福祉サービス等
 事業所感染防止対策
 継 続 支 援 事 業 費

21,959 　障害福祉サービス等事業所における継続的なサービス提供の支
援に要する経費
　・補 助 対 象　 新型コロナウイルス感染症感染防止対策のため

のかかり増し経費
　・補　助　率　10/10（国 2/3、県 1/3）
　・補助限度額　40千円
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〔議会事務局〕
８ 議会ＩＣＴ化推進
 事 業 費

5,016 　議会ＩＣＴ化のための環境整備に要する経費
　１タブレット端末導入費 3,132
　２アプリケーション等導入費 1,884

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第632号
　令和３年度栃木県一般会計補正予算（第12号）については、令和３（2021）年12月17日成立したので、その
要領を次のとおり公表する｡
　　令和３（2021）年12月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　令和３年度栃木県一般会計補正予算（第12号）
　今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症に関し、今後の感染拡大への備えを強化するため、臨時医療
施設の整備や無症状者に対するＰＣＲ等検査の無料化などに取り組むとともに、県内観光需要の回復促進を図
ることとして編成したものである。
　補正予算の総額は、157億円の増額となり、既定予算が１兆1,078億3,673万円であったので、補正後の予算
総額は、１兆1,235億3,673万円となった｡
　歳入及び歳出の補正額の内訳並びに主な事業の内容は、それぞれ次のとおりである｡
⑴　歳入 （単位　千円）

款
既 定 予 算 額

（Ａ）
補 正 額

（Ｂ）
補 正 後

（Ａ＋Ｂ）

１ 県 税 238,000,000 238,000,000

２ 地 方 消 費 税 清 算 金 88,450,000 88,450,000

３ 地 方 譲 与 税 25,597,000 25,597,000

４ 地 方 特 例 交 付 金 1,700,000 1,700,000

５ 地 方 交 付 税 135,558,000 135,558,000

６ 交通安全対策特別交付金 600,000 600,000

７ 分 担 金 及 び 負 担 金 2,867,640 2,867,640

８ 使 用 料 及 び 手 数 料 11,304,169 11,304,169

９ 国 庫 支 出 金 205,028,930 15,700,000 220,728,930

10 財 産 収 入 1,393,439 1,393,439

11 寄 附 金 591,490 591,490

12 繰 入 金 26,490,341 26,490,341

13 繰 越 金 2,503,165 2,503,165

14 諸 収 入 241,034,556 241,034,556

15 県 債 126,718,000 126,718,000

合 計 1,107,836,730 15,700,000 1,123,536,730

⑵　歳出 （単位　千円）

款
既 定 予 算 額

（Ａ）
補 正 額

（Ｂ）
補 正 後

（Ａ＋Ｂ）
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１ 議 会 費 1,480,000 1,480,000

２ 総 務 費 43,582,210 43,582,210

３ 民 生 費 116,698,690 116,698,690

４ 衛 生 費 121,821,474 13,400,000 135,221,474

５ 労 働 費 1,993,452 1,993,452

６ 農 林 水 産 業 費 41,186,613 41,186,613

７ 商 工 費 258,059,744 2,300,000 260,359,744

８ 土 木 費 88,653,988 88,653,988

９ 警 察 費 46,419,609 46,419,609

10 教 育 費 188,032,589 188,032,589

11 災 害 復 旧 費 3,900,544 3,900,544

12 公 債 費 101,297,467 101,297,467

13 諸 支 出 金 93,710,350 93,710,350

14 予 備 費 1,000,000 1,000,000

合 計 1,107,836,730 15,700,000 1,123,536,730

⑶　歳出（性質別） （単位　千円）

区 分
既 定 予 算 額

（Ａ）
補 正 額

（Ｂ）
補 正 後

（Ａ＋Ｂ）

１ 職 員 費 198,510,439 198,510,439

２ 公 共 事 業 費 62,145,375 62,145,375

３ 建 設 事 業 費 70,471,691 70,471,691

４ 公 債 償 還 費 101,297,467 101,297,467

５ 主 要 義 務 費 134,889,141 134,889,141

６ 税 交 付 金 等 93,710,350 93,710,350

７ 一 般 行 政 費 187,535,808 15,700,000 203,235,808

８ 受 託 事 務 費 3,021,810 3,021,810

９ 県 単 補 助 金 28,549,488 28,549,488

10 県 単 貸 付 金 218,338,564 218,338,564

11 災 害 復 旧 費 3,824,912 3,824,912

12 直 轄 事 業 負 担 金 5,541,685 5,541,685

合 計 1,107,836,730 15,700,000 1,123,536,730

部局別主要事業 （単位　千円）

事 業 名 予 算 額 説 明

 〔保健福祉部〕
１ 臨時医療施設整備
 事 業 費

2,300,000 　新型コロナウイルス感染症患者の入院等を受け入れる臨時医療
施設の整備に要する経費
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　・整 備 数　最大100床程度
　・整備地域　県央及び県南

２ 軽症者等療養体制
 確 保 事 業 費

3,500,000 　新型コロナウイルス感染症に対する宿泊療養施設等の確保に要
する経費の補正
　（補正前） 9,403,695 →（補正後）  12,903,695
　・事業内容　新たな宿泊療養施設の追加等

３ ＰＣＲ等検査無料化
 事 業 費

7,600,000 　新型コロナウイルス感染症に係る無症状者を対象としてＰＣＲ
等検査を実施する事業者への助成
１ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業費 2,000,000
・補助対象者　 健康上の理由等でワクチン接種を受けられな

い者に対する検査実施事業者
・補　助　率　国 10/10
２感染拡大傾向時一般検査事業費 5,000,000
・補助対象者　 感染拡大傾向時の県要請に応じた住民の検査

実施事業者
・補　助　率　10/10（国 8/10、県 2/10）
３検査体制整備事業費 600,000
・補助対象者　 上記１及び２のための体制整備をする検査実

施事業者
・補　助　率　国 10/10

〔産業労働観光部〕
４県民一家族一旅行
 （隣県拡大版）推進
 事 業 費

2,300,000 　観光需要の回復に向けた県民及び隣県在住者の県内旅行料金の
割引等に要する経費の補正
　（補正前）  1,540,000 →（補正後） 3,840,000
　・委 託 先　旅行会社等
　・割引額等

割引の対象と
する旅行代金

宿泊（人泊） 日帰り（人）

６千円～
１万円未満

１万円以上 ５千円以上

割　 引　 額 ３千円 ５千円 ２千円

地域クーポン ２千円 １千円

（財政課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第633号
　次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定に
より告示する。
　　令和３（2021）年12月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　保安林予定森林の所在場所
　鹿沼市中粟野字紙谷沢195、1410から1413まで、字高山288、1414、字小沢1335から1337まで、字細久保
1338、1398から1400まで、字外場木1339から1344まで、字板谷沢大畑1345から1350まで、1351-１、1351-
２、1352から1354まで、1358-１、1358-２、字大畑1355から1357まで、字吉ケ沢1362から1367まで、1369か
ら1371まで、字桐ケ久保1372、1374、1375、1383、1386、1387、1389、1390、1391-１、1391-２、1392から
1395まで、字吉ケ沢口1373、字石クナシ沢1376、1378、字板谷沢入1380、1381、1382-２、1382-３、字大畑
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口1396、字外場木口1397、字障子岩1402から1405まで、1406-１、1406-２、1407-１、1407-２、字背戸沢
1408、1409、字軍場1415
２　指定の目的
　　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
⑴　立木の伐採の方法
ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で
定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種
　　次のとおりとする。
（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。）

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第634号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第54条の２第１項
の規定により介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給
付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当する機関を指定
したので、生活保護法第55条の３の規定により次のとおり告示する。
　　令和３（2021）年12月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　居宅介護事業者

指 定
年 月 日

居 宅 介 護 事 業 者 居 宅 介 護 事 業 所
居宅介護の
種 類名 称

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

名 称 所 在 地

令 和 ３
（2021）年
10月１日

医療法人志楽会 小山市喜沢399-４ 星内科医院 小山市喜沢399-４ 居宅療養管
理指導

２　介護予防事業者

指 定
年 月 日

介 護 予 防 事 業 者 介 護 予 防 事 業 所
介護予防の
種 類名 称

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

名 称 所 在 地

令 和 ３
（2021）年
10月１日

医療法人志楽会 小山市喜沢399-４ 星内科医院 小山市喜沢399-４ 介護予防居
宅療養管理
指導

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第635号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を指定したので、同
法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年12月24日



（1143）栃 木 県 公 報 第266号令和３（2021）年12月24日　金曜日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定居宅サービス事業所
指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970203683 メジロ合同会社
代表社員
藤田　充

メジロ訪問看護ス
テーション

足利市今福町43番
１号　パークコー
ト今福E棟

令 和 ３
（2021）年
12月１日

介護予防訪
問看護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第636号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者を指定したの
で、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年12月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定介護予防サービス事業所
指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970203683 メジロ合同会社
代表社員
藤田　充

メジロ訪問看護ス
テーション

足利市今福町43番
１号　パークコー
ト今福E棟

令 和 ３

（2021）年
12月１日

介護予防訪
問看護

（高齢対策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第637号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第72条第２項の規定により、次のとおり土地改良区の合併を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和３（2021）年12月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　認可年月日
　　令和３（2021）年12月17日
２　合併後存続する土地改良区の名称
　　西鬼怒川土地改良区
３　合併により解散する土地改良区の名称
　　上河内土地改良区

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第638号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和３（2021）年12月24日から令和４（2022）年
１月24日まで一般の縦覧に供する。
　　令和３（2021）年12月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　一般国道
路　線　名　293号
道路の区域
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整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前 足利市田中町660から
足利市田中町770まで 19.3 ～ 32.0 338.0

後 足利市田中町660から
足利市田中町770まで 19.3 ～ 32.0 338.0

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　那須烏山矢板線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

25
前 矢板市成田字曲リ田1245-２から

矢板市成田字西又117-２まで 7.3 ～ 15.3 259.5

後 矢板市成田字曲リ田1245-２から
矢板市成田字西又117-２まで 9.0 ～ 15.3 259.5

Ⅲ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　那須烏山矢板線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

25
前 矢板市成田字五倍172-２から

矢板市成田字角和田185-３まで 8.5 ～ 12.4 170.6

後 矢板市成田字五倍172-２から
矢板市成田字角和田185-３まで 8.5 ～ 15.3 170.6

Ⅳ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　矢板那須線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

29
前 那須塩原市金沢字玉貫1260-１から

那須塩原市金沢字玉貫1260-１まで 45.6 ～ 46.6 8.1

後 那須塩原市金沢字玉貫1260-１から
那須塩原市金沢字玉貫1260-１まで 56.1 ～ 75.3 8.1

Ⅴ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　県民の森矢板線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考
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272
前 矢板市長井字石切場2263-17から

矢板市長井字石切場2263-17まで 13.6 ～ 20.6 71.0

後 矢板市長井字石切場2263-17から
矢板市長井字石切場2263-17まで 20.6 ～ 29.9 71.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第639号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和３（2021）年12月24日から令和４（2022）年
１月24日まで一般の縦覧に供する。
　　令和３（2021）年12月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

一般国道293号
足利市田中町660から
足利市田中町770まで

令和３（2021）年
12月24日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第48号
　公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第55条第２項及び第４項第２号の規定による不在者投票を行うこ
とができる施設を次のとおり取り消したので告示する。
　　令和３（2021）年12月24日

栃木県選挙管理委員会委員長　　伊　　藤　　　　　勤　　

施 設 の 名 称 所 在 地

社会福祉法人明照協会
七井老人ホーム 益子町大沢1770

社会福祉法人明照協会
盲老人ホーム　松ヶ丘葵荘 益子町大沢2492-１

社会福祉法人シャルール
特別養護老人ホーム　おおくぼ 足利市大久保町617-１

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第49号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定による政治団体の設立の届出があったので、
同法第７条の２第１項の規定により、その名称等を次のとおり告示する。
　　令和３（2021）年12月24日

栃木県選挙管理委員会委員長　　伊　　藤　　　　　勤　　
（法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部）

政治団体の名称
代 表 者
の 氏 名

会計責任者
の 氏 名

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

公職の種類
（第１号）

一以上の市町村等
の区域を単位とし
て設けられる支部

届 出
年 月 日

自由民主党栃木
県第二選挙区支
部

五十嵐　清 小林　方人
栃木県鹿沼市栄町
３-１-５

衆議院議員 ○
令 和 ３
（2021）年
10月19日

（法第19条の７第１項第１号及び第２号に係る国会議員関係政治団体に該当する政党以外の政治団体）
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政治団体の名称
代 表 者
の 氏 名

会計責任者
の 氏 名

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

公職の種類
（第１号）

公職の候補者の氏
名及び公職の種類
（第２号）

届 出
年 月 日

船山幸雄後援会 船山　幸雄 篠原　操
栃木県塩谷郡塩谷
町金枝658

衆議院議員
船山　幸雄、
衆議院議員

令 和 ３
（2021）年
10月12日

（国会議員関係政治団体に該当しない政党以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称
代 表 者
の 氏 名

会計責任者
の 氏 名

主たる事務所の所在地 届出年月日

TEAM310 佐藤　了 坂本　正美
栃木県下都賀郡壬生町本丸
１-５-27

令和３（2021）年
９月８日

西川やすおを支援するさ
くら市議員会

小堀　勇人 若見　孝信
栃木県さくら市喜連川
4495-２

令和３（2021）年
10月13日

西川やすおを支援する塩
谷町議員会

斎藤　定男 鈴木　惠美
栃木県塩谷郡塩谷町船生
151

令和３（2021）年
10月13日

西川やすおを支援する二
区議員会

角田　憲治 若見　孝信
栃木県さくら市馬場296-
２

令和３（2021）年
10月13日

ひろた茂十郎後援会 廣田　茂十郎 緒方　隆広 栃木県芳賀郡益子町山本64
令和３（2021）年
11月30日

山田宏栃木県後援会 赤沼　岩男 川俣　史夫
栃木県宇都宮市一の沢２-
２-５

令和３（2021）年
11月30日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第50号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったの
で、同法第７条の２第１項の規定により、その名称等を次のとおり告示する。
　　令和３（2021）年12月24日

栃木県選挙管理委員会委員長　　伊　　藤　　　　　勤　　
（政党の支部）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

公明党栃木第三総
支部

大豆生田　春美
主たる事務所
の 所 在 地

栃木県大田原市
八塩413-４

栃木県那須塩原
市島方209-３ 令和３（2021）年

９月11日
代表者の氏名 大豆生田　春美 吉成　伸一

自由民主党栃木県
衆議院比例区第二
支部

西川　鎭央
政 治 団 体
の 名 称

自由民主党栃木
県衆議院比例区
第二支部

自由民主党栃木
県第二選挙区支
部

令和３（2021）年
10月14日

代表者の氏名 西川　鎭央 西川　公也

自由民主党栃木県
第二選挙区支部

五十嵐　清
主たる事務所
の 所 在 地

栃木県鹿沼市晃
望台25

栃木県鹿沼市栄
町３-１-５

令和３（2021）年
11月29日

自由民主党栃木県
栃木市第三支部

日向野　義幸
主たる事務所
の 所 在 地

栃木県栃木市箱
森町７-９

栃木県栃木市皆
川城内町1833

令和３（2021）年
９月１日

自由民主党栃木県
農業支部

菊地　秀俊 代表者の氏名 菊地　秀俊 髙橋　武
令和３（2021）年
10月15日
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自由民主党栃木県
バス支部 吉田　元 代表者の氏名 吉田　元 手塚　基文 令和３（2021）年

６月９日

自由民主党矢板市
支部 守田　浩樹 会計責任者

の 氏 名 伊藤　幹夫 片桐　幹 令和３（2021）年
６月10日

日本維新の会衆議
院栃木県第５選挙
区支部

荒木　大樹 主たる事務所
の 所 在 地

栃木県宇都宮市
西川田町1065-
19-201

栃木県足利市通
４-2807-６

令和３（2021）年
５月16日

（政党以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

明るい未来のいろ
はを考える会

石河　健二

主たる事務所
の 所 在 地

栃木県宇都宮市
平松本町1206-
11

栃木県真岡市高
勢町３-114-４

令和３（2021）年
10月22日代表者の氏名 石河　健二 廣沢　知裕

会計責任者
の 氏 名

宇賀神　一樹 神田　勝

足利歯科医師連盟 若林　竹彦
代表者の氏名 若林　竹彦 氣賀　昌彦

令和３（2021）年
５月28日会計責任者

の 氏 名
櫻井　勇 長　浩臣

高橋ひでき後援会 髙橋　英樹
会計責任者
の 氏 名

宗像　馨 平子　知明
令和３（2021）年
12月１日

栃木県医師連盟塩
谷郡市支部

阿久津　博美 代表者の氏名 阿久津　博美 尾形　新一郎
令和３（2021）年
10月26日

栃木県興農政治連
盟

菊地　秀俊 代表者の氏名 菊地　秀俊 髙橋　武
令和３（2021）年
10月15日

永倉ふみこ後援会 永倉　文子
会計責任者
の 氏 名

永倉　文子 橋本　喜美子
令和３（2021）年
12月１日

日本第一党栃木県
本部

高村　文枝
主たる事務所
の 所 在 地

栃木県宇都宮市
石井町2988-３

栃木県栃木市
大平町西野田
2017-29

令和３（2021）年
９月16日

代表者の氏名 高村　文枝 猿橋　康宏

日向野義幸後援会
総連合会

高田　良久
主たる事務所
の 所 在 地

栃木県栃木市箱
森町７-９

栃木県栃木市皆
川城内町1833

令和３（2021）年
９月１日

明煌会 佐藤　明男
会計責任者
の 氏 名

川上　智恵子 髙橋　弘光
令和３（2021）年
９月24日

ワンチーム矢板 飯野　正敏
会計責任者
の 氏 名

和田　安司 代田　有史
令和３（2021）年
10月１日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第51号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定による政治団体の解散の届出があったので、
同条第３項の規定により、その名称等を次のとおり告示する。
　　令和３（2021）年12月24日

栃木県選挙管理委員会委員長　　伊　　藤　　　　　勤　　
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（政党以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代 表 者 の 氏 名 主たる事務所の所在地 解散年月日

いしわた剛後援会 石渡　加奈子
栃木県大田原市城山１-６-
36

令和３（2021）年
８月30日

かくた充由後援会総連合会 内野　直忠
栃木県宇都宮市西川田町
489-18

令和３（2021）年
９月30日

久保居光一郎後援会 髙田　芳郎 栃木県那須烏山市大金194
令和３（2021）年
９月12日

平木ちさこ後援会 山川　芳衛 栃木県日光市土沢1962
令和３（2021）年
11月21日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第52号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第２項の規定による資金管理団体の指定の届出があったの
で、同法第19条の２第１項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和３（2021）年12月24日

栃木県選挙管理委員会委員長　　伊　　藤　　　　　勤　　

届出者（代表者）
の 氏 名

公職の種類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日

船山　幸雄 衆議院議員 船山幸雄後援会
栃木県塩谷郡塩谷町金
枝658

令和３（2021）年
10月12日

　───────────────────────────────────────────────

監 査 委 員
栃木県監査委員告示第10号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定に基づき、栃木県知事から、監査の結果に基づ
き、措置を講じた旨通知があったので、同条同項の規定により、次のとおり公表する。
　　令和３（2021）年12月24日

栃木県監査委員 　  岩　　崎　　　　　信　　
　同　　　　　中　　島　　　　　宏　　
同　　　　　鎌　　形　　俊　　之　　
同　　　　　平　　野　　博　　章　　

監査の結果の措置状況
（指摘事項）

監査対象機関名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果 講 じ た 措 置

県北環境森林事
務所

令和３（2021）年
７月13日

工事事務のうち、治山事業費に
係る令和元年度林地荒廃防止事
業緑化工工事の設計積算におい
て、植生マット工の施工規模加
算の適用を誤ったことにより、
設計額が過大となっているもの
が１件278千円あった。

設計積算に当たっては、適用する
積算基準に基づき適正に計上され
るよう、内部チェック体制を強化
するとともに、起工伺時に添付す
る設計諸元チェックリストを改訂
し、再発防止に努めて参ります。
加えて、所内職員研修等におい
て、違算防止のための継続的な指
導を行い、適正な事務執行に努め
ます。
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自然環境課 令和３（2021）年
８月12日

予算執行事務のうち、令和元年
度自然公園等施設整備事業費の
工事請負費において、決算見込
額を超える額を支出することに
ついて、公所から支出前に報告
を受けていたにもかかわらず、
環境森林政策課に対し決算見込
額が変更となる旨の報告を怠っ
ていた。
さらに、決算見込額を超える部
分について、決算見込額に合わ
せるため、法令等の確認をしな
いまま、令和元年度予算として
支出したにもかかわらず、令和
２年度予算として訂正するよう
公所に対し指示していた。

監査結果を踏まえ、関係課と問題
点の共有を行いました。
今後は、予算執行状況を複数の職
員で確認するとともに、決算見込
額が変更となる場合には速やかに
幹事課に報告することを徹底しま
す。
また、リスク評価シートに再発防
止策を反映するとともに、財務会
計事務に関する研修会を実施し、
必要な知識の習得を図ることによ
り、法令を遵守した適正な事務執
行に努めて参ります。

環境森林政策課 令和３（2021）年
８月17日

予算執行事務のうち、令和元年
度予算として処理すべきものに
ついて、法令等の確認をせずに
担当者のみの判断で、予算主管
課に対し、令和２年度予算とし
て年度訂正するよう指示してい
た。
さらに、幹事課長専決事項であ
る歳出予算の令達等について、
決裁を受けていなかった。

会計処理にあたっては複数者によ
る会計年度、支出日等基本的事項
の確認を、決裁については課内の
報告・連絡・相談をそれぞれ徹底
させることで、チェック体制の強
化を図りました。
また、財務会計事務に関する研修
会を実施し、必要な知識の習得を
図ることにより、再発防止に努め
て参ります。
今後は組織として適切・確実に
チェックを図りながら、法令を遵
守して業務を執行していくことを
徹底して参ります。

農 業 試 験 場
（「いちご研究
所」・「原種農
場」を含む。）

令和３（2021）年
６月29日

契約検収事務のうち、農業試験
場本場廃棄物及び放射性物質機
器検体処分ごみ回収処理業務委
託において、締結した契約書を
廃棄し、適正な事務手続を経ず
に契約書を作成していた。

公印は、常時金庫内に保管し、公
印管理者による公印を押印すべき
文書と決裁済みの回議書の照合を
確実に行った後に公印を取り出し
押印することや支出決議時におけ
る契約書原本と起案文書の照合を
徹底することで再発防止に努めて
参ります。
また、場内研修を行い、全職員に
文書等管理規則等を改めて確認さ
せ、公文書の適切な取扱いについ
て意識の向上に努めるとともに、
担当内におけるダブルチェックを
徹底し、業務内容の共通認識を持
つことにより再発防止を図りまし
た。
なお、本年度においては、内部統
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制制度におけるリスク評価シート
に定めたリスク対応策を適切に実
施し、リスク管理を行っていま
す。

農業大学校 令和３（2021）年
７月６日

収入・支出事務のうち、農業大
学校授業料において、納入状況
や減免対象者の確認が不十分で
あったことにより、調定が遅延
しているものが４件 166,400円
あった。また、還付漏れ､ 調定
取消し漏れなど、収入事務が極
めて不適切であった。

還付漏れ及び調定取消し漏れと
なっていた授業料については、還
付及び調定取消しを行いました。
今後は、学生ごとに授業料の調
定、納付及び減免、還付状況等を
まとめた管理一覧表を作成し、担
当者並びに管理者等が定期的な確
認処理を実施することで、内部
チェック体制の強化・徹底を図
り、再発防止に努めて参ります。

北那須水道事務
所

令和３（2021）年
７月９日

予算執行事務のうち、電力の購
入において、内部監査で注意事
項とされたにもかかわらず、翌
年度も随意契約に係る執行伺及
び契約伺を作成していなかっ
た。

再発防止のため、リスク評価シー
トを見直すとともに、新たに契約
事務に係るチェックリストを作成
することにより、契約事務全般に
ついて手続の見える化を図りまし
た。
今後もこれらの取組を継続するこ
とにより適正な事務執行の徹底を
図り、同様の誤りを繰り返さない
よう努めて参ります。

（検討事項）

監査対象機関名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果 講 じ た 措 置

生産振興課 令和３（2021）年
８月19日

予算執行事務のうち、園芸大国
とちぎづくり推進事業費補助金
や水田フル活用総合支援事業費
補助金等における事業実施主体
から提出された事業実施状況の
報告等について、公所において
確認したところ、目標を達成で
きないものや達成が困難なもの
があるにもかかわらず、具体的
指導方針に基づく計画的な指導
が行われていないなど、目標達
成に向けた指導体制が不十分で
あった。
これについて、制度所管課にお
いて確認したところ、公所に対
して、目標を達成できないもの
や達成が困難であるものに対す
る指導方針や指導経過を管理す
る目標管理に係る統一的な指針
等が整備されていなかった。ま
た、制度所管課として、成果目
標の達成状況の把握を十分にし

補助事業の十分な効果発揮に向
け、事業執行の各段階における業
務の推進に必要な事項を定めた
「補助事業の円滑な実施につい
て」を作成しました。また、それ
に付随して、チェックリストや指
導指針及び指導記録の様式を作成
しました。
今後は各農業振興事務所に通知す
るとともに、担当者会議等におい
て説明し、制度所管課として効果
発現に向けた意識の統一を図って
参ります。



（1151）栃 木 県 公 報 第266号令和３（2021）年12月24日　金曜日

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

ていなかった。
今後は、補助事業執行後の効果
測定を的確に行い、効果を最大
限に発揮するため、成果目標の
達成状況の検証や指導及び記録
について、制度所管課の責任と
して目標管理を適切に行える統
一的な指針などの整備について
検討されたい。（行政監査）

　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年12月24日

栃木県下水道管理事務所長　　苅　　田　　利　　一　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①栃木県下水道資源化工場で使用する重油（JIS K 2205 １種１号）第10回目　購入見込数量153㎘　②栃木県
下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④令和３（2021）年12月16日　⑤カメ
イ株式会社栃木支店　栃木県宇都宮市泉が丘５-７-14　⑥73.90円（１ℓ単価）　⑦一般競争入札　⑧令和３
（2021）年１月22日　⑪最低価格

（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────

正 誤

発 行 番 号 ページ 行 正 誤
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